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大規模地震による被害の基本的な想定手法について 

 
１．地震の規模等の想定 
◎［原則］当該防火対象物が存する地域において備えるべき最大級の地震規模を

想定する。 
① 本ガイドラインでは震度６強程度の地震は共通的に想定することとする。 
 
② 地域防災計画における想定地震災害の規模や、建築基準法の耐震設計の考

え方における「存在期間中に遭遇する可能性がある最大級の地震規模」等、

具体的に想定されている地震があれば、その想定も考慮する。 
  また、発生する時間帯、自然条件については最も大きな被害が想定される

時間・条件を基本とするとともに、特徴的な差異（例：宿泊施設における昼

夜の対応行動の違い等）が生じる場合も考慮する。 
 
③ 上記想定に達しないような規模の地震についても、長周期地震動によるエ

レベーターの多数停止等対応すべき特異な事案を生じる可能性があること

に留意し、計画作成に当たって考慮する。 
 
２．防火対象物における被害の想定 
◎［原則］上記規模の地震に伴い、当該防火対象物において発生することが想定

される被害について、耐震措置の状況や過去の実例等を踏まえ、防火・防災上

の観点から評価する。 
◇ 本ガイドラインでは、簡便のため、「標準的な付与条件」を示しており、

その活用例は参考「地震発生時の被害想定例」のとおりである。 
◇ 合理性が客観的に認められるものである場合には、「標準的な付与条件」

と異なる手法で評価することができることとする。 
◇ 当該防火対象物における個々の被害が連関して生じることとなる被害の

全体像を把握する。（※付属資料「２．想定される被害の相関」参照） 
◇ 建物構造や避難施設が大きく損壊するおそれがある場合には、必要強度の

確保が合理的な計画作成の前提として必要となることに留意すべきである。 
（※過去の実例等について、付属資料「１．大規模地震における被害の状況」等を参照） 
 
① 建築構造等の基本被害 
  当該防火対象物の建築構造について、耐震診断の結果や過去の実例等に基

づき、被害を想定する。 
（標準的な付与条件） 
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○ 建築基準法上の新耐震基準に適合している場合には、建築構造等の大きな

被害は考慮しなくてよいこととする。 
○ 耐震改修促進法の適用がある場合には、想定した地震規模に応じた耐震診

断の結果に基づき、建築物の構造体に係る被害を想定する。 
 
② 建築設備等被害 
  当該防火対象物の建築設備について、設計、施工上の強度、耐震診断結果、

過去の実例等に基づき、損壊、防火・防災上の機能停止等を想定する。 
（標準的な付与条件） 

○ 「建築設備耐震設計・施工指針」（日本建築センター）等に適合しない部

位については損壊又は機能停止が生じるものとして想定する。 
○ 「官庁施設の総合耐震計画基準」（国土交通省）等に基づき、機能維持が

図られている場合を除き、何らかの機能停止が生ずるものとして想定する。 
 
③ 避難施設等被害 
  当該防火対象物の避難施設（避難経路となる廊下、階段等）について、非

構造部材における耐震診断結果、過去の実例等に基づき、被害を想定する。 
（標準的な付与条件） 

○ 建築基準法上の新耐震基準に適合している場合には、避難施設の大きな被

害は考慮しなくてよいこととする。 
○ 耐震改修促進法の適用がある場合には、想定した地震規模に応じた耐震診

断の結果に基づき、建築物の避難施設に係る被害を想定する。 
○ 避難経路のうち１以上は使用に障害が発生することを想定する。 
 
④ 消防用設備等被害 
  当該防火対象物の消防用設備等について、耐震措置の状況、過去の実例等

に基づき損壊、機能停止等を想定する。 
（標準的な付与条件） 

○ 消防用設備等の関係団体（日本消防設備安全センター、日本消火装置工業

会、日本内燃力発電設備協会など）による耐震報告書等に適合しない部位に

ついては、損壊又は機能停止が生ずるものとして想定する。 
○ 過去の実例において、天井等との衝突や変位により多くの被害を生じてい

るスプリンクラーヘッド、火災感知器等については一部損傷することを想定

する。 
○ 防災センターの受信機や総合操作盤では、断線等による未警戒区域の発生、

故障信号・警報信号の輻輳等が生じることを想定する。 
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⑤ 収容物等被害 
  当該防火対象物の収容物等について、固定措置の状況や過去の実例等に基

づき、その転倒、落下、移動等による被害を想定する。 
（標準的な付与条件） 

○ 「オフィス家具類・一般家電製品の転倒・落下防止対策に関する指針」（東

京消防庁）等に基づき適切に固定措置等が施されていない収容物等について

は、転倒、落下、移動等が起こることを想定する。 
○ 上記に伴い、要救助、救護者の発生、通行障害等の被害を想定する。 
 
⑥ ライフライン等被害 
  当該防火対象物のライフライン（外部電力、水道、電話、ガス等）につい

て、過去の実例等に基づき被害を想定する。 
（標準的な付与条件） 

○ 基本的にライフラインは利用できないものとして想定する。 
○ 代替措置がなされている場合（非常電源の設置、貯水槽の確保、無線通信

手段の確保等）にその影響が軽減されるものと想定する。 
 
⑦ 火災等の発生 
  当該防火対象物における火災の発生について、被害全体の連関、過去の実

例等に基づき想定する。 
（標準的な付与条件） 

○ 火気使用場所・危険物貯蔵場所等について、その安全対策の程度に応じて

一定割合で火災が発生することを想定する。 
 
⑧ 人的被害 
  当該防火対象物における人的被害の発生について、被害全体の連関、過去

の実例等に基づき想定する。 
（標準的な付与条件） 

○ 在館者数とその安全対策の程度に応じて一定割合で人的被害が発生する

ことを想定する。 
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付属資料 

 
１．大規模地震における被害の状況  

 

(1) 建物等の基本被害 

 

大規模地震の発生時には、数多くの建物が被害を受けるとともに、死傷者が数多く

発生することが予想されます。また、地震の揺れそのものによる被害のほか、二次的

に起こる火災でも多くの被害が発生します。 

阪神・淡路大震災では、６８万棟にも及ぶ建物が地震の揺れにより何らかの被害を

受け、死者は６４００余名にも及びました。また、２９３件の出火による総焼損棟数

は７５３４棟にも上りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 阪神・淡路大震災の人的、物的被害状況 表２ 阪神・淡路大震災の火災による被害状況

出典：阪神・淡路大震災について（確定版）／消防庁／

2006 年 5 月 19 日 

死 者 6,434 人
行 方 不 明 者 3 人

重 傷 10,683 人
軽 傷 33,109 人

負 傷 者 計 43,792 人
104,906 棟
186,175 世帯
144,274 棟
274,182 世帯

一 部 破 損 390,506 棟
住 家 被 害 計 639,686 棟
公 共 建 物 1,579 棟
そ の 他 40,917 棟

文 教 施 設 1,875 箇所
道 路 7,245 箇所

橋 り ょ う 330 箇所
河 川 774 箇所

崖 く ず れ 347 箇所
ブロック塀等 2,468 箇所
水 道 断 水 約1,300,000 戸

ガス供給停止 約860,000 戸
停 電 約2,600,000 戸

電 話 普 通 約300,000 回線

非住家

全 壊

半 壊

被害状況区　　　分

人的被害

住家被害

区　　分
出 火 件 数 293 件

建物火災 269 件
車両 9 件

その他 15 件
焼 損 棟 数 7,534 棟

全焼 7,036 棟
半焼 96 棟

部分焼 333 棟
ぼや 109 棟

焼 損 床 面 積 835,858 ㎡
り 災 世 帯 8,969 世帯

被害状況
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表４ 火災の出火原因

区　　分 件数 区　　分 件数
ストーブ 26 取灰 2
電灯電話等の配線 17 風呂かまど 1
電気機器 10 焼却炉 1
こんろ 7 ボイラー 1
配線器具 6 電気装置 1
灯火 5 マッチ・ライター 1
炉 2 その他 47
こたつ 2 不明・調査中 143
溶接機・切断機 2 計 274

表３ 死亡者の死因 

長屋、家具類等の倒壊に
よる圧迫死と思われるも

4,831

焼死体（火傷死体）及びそ
の疑いのあるもの

550

その他 121
計 5,502

合計
　　　　　 　　　　　 府県
　死因

出典：阪神・淡路大震災の記録／消防庁／

1996 年 1 月 

出典：阪神淡路大震災調査報告 共通編－１ 総集編／阪神・淡路大震

災調査報告編集委員会／2000 年 3 月 
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(2) 建築設備被害 

 

大規模地震時は、給水・給湯設備、排水設備、ガス設備、空調・換気設備、電気設

備、輸送設備などの建築設備への被害も多く発生します。阪神・淡路大震災では、特

に配管の立て管と横枝管接続部、建物－敷地や敷地－道路境界線部分での破損、空調

用給気口・吸込口や照明器具等の天井からの脱落などの被害が多く見られました。ま

た、タンク類やボイラ、ポンプなどの重量物は移動しました。これらはアンカーボル

ト等で固定してあっても、固定が不十分であったため引き抜けや転倒を起こした事例

もありました。この他にも、エレベーターの急な停止により、内部に閉じ込められた

り、損壊により使用できなくなった事例がありました。 

 

 

 

 保守契約台数 地震感知器 物損発生台数 閉じ込め件数 

有 1,780 479 4 神戸市 7,177 

無 4,752 1510 25 

有 2,155 181 4 兵庫県 

(神戸市除く) 

7,710 

無 5,547 739 0 

有 13,083 638 20 近畿地区 

(兵庫県除く) 

50,199 

無 37,107 1351 103 

有 17,018 1,298 28 合計 65,086 

無 47,406 3,600 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表５ 阪神・淡路大震災エレベーター被害状況

出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－７ 建築設備・建築環境／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／1999
年 3 月 
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(3) 避難施設被害 

 

階段や廊下等の避難施設は緊急時の避難や救助活動を行う上で重要な施設ですが、

大規模地震時には建物中間層の崩壊や構造体の破損、内装材の脱落、ガラス破損、家

具類の転倒、扉の枠の歪みによる開閉不良等が障害となり、使用できなくなることが

予想されます。 

阪神・淡路大震災では、階段や廊下の損傷が見られるとともに、震度７地域の９階

建て以上の高層共同住宅において、約４割の住戸で扉の開閉障害が発生しました。    

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１ ９層建物：５層崩壊 写真２ ８層建物：６層崩壊 

写真３ １０層建物：３層崩壊 写真４ 渡り廊下落下 

写真１～４：出典：阪神・淡路大震災の記録／消防庁／1996 年 1 月
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写真９ 変形した扉の例 写真１０ 扉外周枠の変形による 
開放不良の例 

写真８ 変形によるクリアランスの減少

写真６ 階段室の破損状況 写真５ 非常階段の本棟からの分離

写真７ 階段１，２階部分の破損状況

写真５～７：出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－６ 火災／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／1998 年 10 月 
写真８  ：出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－５ 非構造部材／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／2000 年 5 月 
写真９,10 ：出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－６ 火災／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／1998 年 10 月 
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(4) 消防用設備等被害 

 

消防用設備等は、避難や初期消火活動や救助活動を行う際に大きな役割を担います

が、地震時には消防用設備等が損傷し、その機能に支障を生じる場合があります。主

な被害の発生形態は、天井取付けのスプリンクラーヘッドや火災感知器の損傷や脱落、

加圧送水装置との接続部分や区画貫通・埋設箇所の近傍での応力集中による破壊、装

置・機器類の固定部材の強度不足による破壊などです。 

 

 

 

消防用設備等の種別 被害施設数 設置施設数 被害率（％） 

スプリンクラー設備 222 544 40.8 

防火戸 161 524 30.7 

泡消火設備 20 83 24.1 

屋内消火栓設備 107 451 23.7 

二酸化炭素消火設備 9 42 21.4 

自動火災報知設備 109 542 20.1 

誘導灯 94 537 17.5 

自家発電設備 71 444 16.0 

放送設備 61 478 12.8 

ガス漏れ火災警報設備 22 206 10.7 

ハロゲン化物消火設備 17 162 10.5 

避難器具 25 268 9.3 

非常ベル 24 262 9.2 

粉末消火設備 4 62 6.5 

合計 4609 946 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ 阪神・淡路大震災における神戸市内のスプリンクラー設置建物の 

消防用設備等の被害状況 

出典：消防用設備等耐震性調査研究報告書／財団法人日本消防設備安全センター消防用設備等耐震性調査研

究委員会／1999 年 5 月 
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消防用設備等の種別 損傷状況 件数 

配管の亀裂、ずれ、漏水、変形、破断 61 

水槽の亀裂、ずれ、転倒 56 

消火栓ボックスの変形 46 

屋内消火栓設備 

加圧送水装置のずれ、漏水、変形 32 

配管の亀裂、ずれ、漏水、変形、破断 138 

ヘッドの亀裂、漏水、変形、誤作動 122 

水槽の亀裂、ずれ、転倒 75 

スプリンクラー設備 

加圧送水装置のずれ、漏水、変形 44 

泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備配

管の破損、ボンベの転倒 

 

感知器の脱落、水による誤作動 90 自動火災報知設備 

受信機の誤作動 46 

燃料タンクの転倒、ずれ、損傷 36 

燃料配管のずれ 33 

自家発電設備 

冷却装置の冷却配管の亀裂、ずれ 41 

表７ 阪神・淡路大震災における神戸市内のスプリンクラー設置建物の

消防用設備等別の被害状況 

出典：消防用設備等耐震性調査研究報告書／財団法人日本消防設備安全センター消防用設備等耐震性調査研

究委員会／1999 年 5 月 
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(5) 家具類の転倒・落下による被害 

 

大規模地震時には、家具の転倒や収容物の落下により、負傷者が発生するとともに、

避難や救助活動を行う際の障害となるおそれがあります。近年発生した地震では、負

傷者の負傷原因のうち家具類の転倒・落下によるものが３～５割と大きな割合を占め

ています。また家具類の転倒・落下は低層階から高層階に行くに従って多くなる傾向

にあると言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

36.0

41.2

36.3

49.4

0 10 20 30 40 50 60

福岡県西方沖地震
(2005.3.20）

新潟県中越地震
(2004.10.23）

十勝沖地震
(2003.9.26）

宮城県北部地震
(2003.7.26)

(%)

図１ 近年発生した地震における家具類の転倒・落下に起因する負傷原因の割合 

出典：オフィス家具・家電製品の転倒・落下防止対策に関する調査研究委員会における検討結果／東京消防 
家具類（オフィス家具・家電製品）の転倒・落下防止対策に関する調査研究委員会／2006 年 3 月 
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(6) ライフライン被害 

 

 大規模地震時には、電気、ガス、上下水道、電話等のライフラインに被害が発生し、

防火対象物での活動に影響を及ぼすことが予想されます。過去の地震では、ライフラ

イン復旧まで長期間を要するケースが散見されるところです。 

 

 

 
 

ライフライン復旧日数（日）  

電力 電話 水道 ガス 

新潟地震(1964.6) 5 20 90 180 

宮城県沖地震(1978.6) 2 - 11 27 

日本海中部地震(1983.5) 0.5 1 19 30 

釧路沖地震(1993.1) 1 1 4 22 

阪神・淡路大震災(1995.1) 6 14 60 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表８ 近年の地震時のライフラインの復旧日数

出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－７ 建築設備・建築環境／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／

1999 年 3 月 
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２．想定される被害の相関 

上述のとおり、大規模地震が発生した場合には、様々な被害が生じることが予想されます。そ

の全体的な相関関係を整理すると、 

概ね次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２ 被害の関連に基づく防火対策の被害シナリオ 

出典：建築物の防火対策の地震被害と火災危険性／清水建設研究報告第６２号／1995 年 10 月 
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注）被害連関は、防火対策被害調査の全ての事例をもとに作成したため、実際には同時に発生しない項目を含んでいる

　　(例えば、「自家発電停止による排煙機不作動」と、「排煙口開放による排煙機作動」など）。

排煙機作動

消火ポンプ

不作動

SP作動警報

階段へ煙伝播＊

ELV内に閉じ

込められる＊

延焼拡大＊

消火水槽

破損

受水槽破損

冷却水不足 自家発電

水損

自家発電

停止

排煙機不作動＊

防災センター居室

廊下・附室 機械室

階段室

防火戸変形による

閉鎖不良

防火戸変形による

開放不良

内装材脱落

他階へ煙伝播＊

避難に支障＊ 中間階崩壊
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